
 
【年末年始の防疫対策のお願い】 

飼養衛生管理基準の再徹底を！ 

 
 

 

 

年末年始、旧正月は、国内外の人や物の移動が増加する時期となりま

す。例年、高病原性鳥インフルエンザの発生は1月をピークに、全国各

地で多発する傾向があります。さらに、渡り鳥の飛来が活発化し、農場

へのウイルス侵入リスクが高まることから、以下の防疫対策の徹底をお

願いいたします。また、下記の症状や死亡羽数の増加等が認められた際

は、速やかに家畜保健衛生所へ連絡してください。 
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〒990-2161 山形市漆山 736 番地 

Tel 023-686-4410 / Fax 023-686-5715 
令和 7 年 12 月発行 

1 飼養衛生管理区域に立入る人の手指消毒 

2 衛生管理区域専用の衣服及び靴の使用 

3 衛生管理区域に立入る車両の消毒 

4 畜舎に入る人の手指消毒 

5 畜舎ごとの専用の靴の使用 

6 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕 

7 ねずみ及び害虫の駆除 

年末年始、家きんに異状が見られた場合は、中央家保まで連絡を！ 

中央家畜保健衛生所 023-686-4410（休日・夜間共通） 

※これらの症状が認められず、急死することがあります 

沈鬱・顔面の浮腫 皮下出血 肉冠の壊死 


